
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則 

（
昭
和
四
十
三
年
二
月
二
十
九
日 

青
森
県
規
則
十
一
号
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

改

正 

昭

和

四

四

年 

七

月

二

六

日

規

則

第 

四

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

四

四

年 

七

月

二

六

日

規

則

第 

四

七

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

四

五

年

一

一

月

二

一

日

規

則

第 

八

八

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

四

九

年

一

一

月

二

一

日

規

則

第 

八

四

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

四

年 

六

月

一

四

日

規

則

第 

二

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

四

年

一

○

月

二

三

日

規

則

第 

四

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

四

年

一

二

月 

一

日

規

則

第 

五

○

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

八

年 

六

月

一

一

日

規

則

第 

三

四

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

八

年 

七

月

一

六

日

規

則

第 

三

九

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭

和

五

九

年

一

一

月

二

九

日

規

則

第 

五

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成 

二

年 

四

月

二

五

日

規

則

第 

二

三

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成 

三

年 

三

月

一

八

日

規

則

第 
 

九

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成 

六

年 

九

月

三

○

日

規

則

第 

六

一

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成 

六

年

一

二

月 

九

日

規

則

第 

八

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

○

年

一

二

月

一

一

日

規

則

第

一

○

七

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

二

年 

三

月

二

七

日

規

則

第

一

三

七

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

三

年 

三

月

二

三

日

規

則

第 

一

八

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

三

年 

九

月

二

八

日

規

則

第 

八

○

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

四

年 

三

月 

八

日

規

則

第 
 

八

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

五

年

一

○

月 

八

日

規

則

第 

七

六

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

一

七

年

一

二

月

一

四

日

規

則

第

一

○

九

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

二

○

年 

三

月

三

一

日

規

則

第 

二

五

号 



青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。 
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則 

目 
 

次 

第

一

章 

総

則

（

第

一

条

―

第

六

条

） 

第

二

章 

漁

業

の

許

可

（

第

七

条

―

第

三

十

三

条

） 

第

三

章 

水

産

資

源

の

保

護

培

養

及

び

漁

業

の

取

締

り

等

（

第

三

十

四

条

―

第

五

十

七

条

） 

第

四

章 

罰

則

（

第

五

十

八

条

―

第

六

十

一

条

） 

附

則 

 第

一

章 

総

則 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

規

則

は

、

漁

業

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

六

十

七

号

）

第

六

十

五

条

及

び

水

産

資

源

保

護

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

三

百

十

三

号

）

第

四

条

の

規

定

に

基

づ

く

漁

業

取

締

り

そ

の

他

漁

業

調

整

及

び

水

産

資

源

の

保

護

培

養

並

び

に

漁

業

法

の

実

施

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

適

用

範

囲

） 

第

二

条 

こ

の

規

則

は

、

漁

業

法

第

八

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

海

面

に

適

用

す

る

。 

（

他

の

都

道

府

県

知

事

の

副

申

） 

第

三

条 

第
七
条
第
二
号
ニ
、
ヘ
、
チ
か
ら
ル
ま
で
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る

漁
業
に
関
し
、
知
事
に
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
で
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
も
の
は
、
そ

の
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
の
副
申
書
を
添
え
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

平

一

四

規

則

八

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

一

部

改

正

)
 

（

代

表

者

の

届

出

） 



第

四

条 
漁

業

法

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

は

、
代

表

者

選

定
（

変

更

）

届

（

第

一

号

様

式

）

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

（

漁

業

権

等

に

関

す

る

申

請

） 

第

五

条 

漁

業

法

第

十

条

の

規

定

に

よ

り

漁

業

の

免

許

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

漁

業

免

許

申

請

書(

第

二

号

様

式)

に

別

表

第

一

に

掲

げ

る

書

類

を

添

え

て

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

漁

業

法

第

八

条

第

六

項
（

同

条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。)

の

規

定

に

よ

り

漁

業

権

行

使

規

則

又

は

入

漁

権

行

使

規

則

の

認

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

漁

業

権

（

入

漁

権

）

行

使

規

則

（

変

更

・

廃

止

）

認

可

申

請

書

（

第

三

号

様

式

）

に

別

表

第

二

に

掲

げ

る

書

類

を

添

え

て

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

漁

業

法

第

十

四

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

漁

業

権

の

共

有

請

求

の

認

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

漁

業

権

共

有

請

求

認

可

申

請

書

（

第

四

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

４ 

漁

業

法

第

二

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

漁

業

権

の

分

割

又

は

変

更

の

免

許

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

漁

業

権

分

割

（

変

更

）

免

許

申

請

書

（

第

五

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

５ 

漁

業

法

第

二

十

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

抵

当

権

の

設

定

の

認

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

抵

当

権

設

定

認

可

申

請

書

（

第

六

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

６ 

漁

業

法

第

二

十

六

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

漁

業

権

の

移

転

の

認

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

漁

業

権

移

転

認

可

申

請

書

（

第

七

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

７ 

漁

業

法

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

休

業

中

の

漁

業

の

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

休

業

中

の

漁

業

許

可

申

請

書

（

第

八

号

様

式

）

に

別

表

第 



一

に

掲

げ

る

書

類

を

添

え

て

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

８ 

知

事

は

、

前

各

項

の

申

請

書

及

び

添

付

書

類

の

ほ

か

、

免

許

、

認

可

又

は

許 

可

を

す

る

か

ど

う

か

の

判

断

に

関

し

必

要

と

認

め

る

書

類

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

あ

る

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

平

一

三

規

則

一

八

・

一

部

改

正

)
 

（

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

の

地

方

名

称)
 

第

六

条 

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

取

締

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

農

林

省

令

第

六

号

）

第

一

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

で

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

も

の

の

地

方

名

称

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。 

第

二

章 

漁

業

の

許

可 

（

漁

業

の

許

可)
 

第
七
条 

次
に
掲
げ
る
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産 

資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
第
二
号
ヲ
か 

ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
、
同
号
イ
か 

打

瀬

漁

業 

手

繰

第

三

種

漁

業 

手

繰

第

二

種

漁

業 

手

繰

第

一

種

漁

業 

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

の

種

類 
 

な

ま

こ

打

瀬

漁

業

、

い

さ

ざ

打

瀬

漁

業 

あ

か

が

い

け

た

網

漁

業

、

ほ

た

て

け

た

網

漁

業

、

雑

け

た

網

漁

業 

う

に

び

き

網

漁

業

、

い

さ

ざ

ひ

き

網

漁

業

、

自

家

用

餌

料

び

き

網

漁

業 

機

船

手

繰

網

漁

業

（

か

け

ま

わ

し

漁

業

） 

地 
 
 

方 
 
 

名 
 
 

称 



ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご

と
に
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
第
二
号
ニ
、
チ
、
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
、

漁
業
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合

の
組
合
員
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
有
す
る
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
内
容
た
る
当
該
漁
業

を
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
水
産
動
物
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
漁
業 

イ 

あ
わ
び
（
次
号
ヨ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
（
以
下
「
潜
水
器
漁
業
」

と
い
う
。
）
の
許
可
を
受
け
て
採
捕
す
る
も
の
を
除
く
。
当
該
水
産
動
物
の
採
捕
を
目

的
と
す
る
漁
業
を
「
あ
わ
び
漁
業
」
と
い
う
。
） 

 

ロ 

な
ま
こ
（
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
又

は
次
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
若
し
く
は
潜
水
器
漁
業

の
許
可
を
受
け
て
採
捕
す
る
も
の
を
除
く
。
当
該
水
産
動
物
の
採
捕
を
目
的
と
す
る

漁
業
を
「
な
ま
こ
漁
業
」
と
い
う
。
） 

二 

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業 

イ 

小
型
ま
き
網
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
当
該
漁

業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
小
型
ま
き
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

ロ 

機
船
船
び
き
網
（
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
機
船
船
び
き
網
漁
業
」
と
い 

う
。
） 

ハ 

ご
ち
網
（
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
ご
ち
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

ニ 

固
定
式
さ
し
網
（
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
当
該
漁
業
の
方
法
に

よ
る
漁
業
を
「
固
定
式
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。)

 

ホ 

片
側
留
さ
し
網
（
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
片
側
ひ
き
網
を
含
む
。
当
該
漁
業
の
方
法

に
よ
る
漁
業
を
「
片
側
留
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。)

 

ヘ 

流
し
網
（
さ
ん
ま
（
日
本
海
の
海
域
（
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松



前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
を
結
ぶ
直
線
以
西
の
海
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

、
い
わ
し
、
さ
ば
、
さ
め
、
ま
ぐ
ろ
又
は
ぶ
り
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数

五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る

漁
業
を
「
流
し
網
漁
業
」
と
い
う
。)

 

ト 

光
力
利
用
敷
網
（
光
力
及
び
す
く
い
網
を
使
用
す
る
漁
業
の
方
法
を
含
み
、
さ
ん
ま

を
目
的
と
せ
ず
、
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁

業
を
「
光
力
利
用
敷
網
漁
業
」
と
い
う
。)

 

チ 

か
ご
（
ば
い
（
日
本
海
の
海
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
か
に
又
は
え
び
を
目
的
と

し
、
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
か

ご
漁
業
」
と
い
う
。)

 

リ 

さ
け
、
ま
す
は
え
な
わ
（
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力

漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
さ
け
、
ま
す
は

え
な
わ
漁
業
」
と
い
う
。)

 

ヌ 

小
型
い
か
つ
り
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う

も
の
に
限
る
。
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
小
型
い
か
つ
り
漁
業
」
と
い
う
。)

 

ル 

い
る
か
突
棒
（
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
い
る
か
突
棒
漁
業
」
と
い
う
。
） 

ヲ 

小
型
定
置
（
以
下
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
小
型
定
置
漁
業
」
と
い
う
。
） 

ワ 

底
建
網
（
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
底
建
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

カ 

追
込
網
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
当
該
漁

業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
追
込
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

ヨ 

潜
水
器
（
簡
易
潜
水
器
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

(

昭

四

九

規

則

八

四

・

平

三

規

則

九

・

平

一

四

規

則

八

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

全

改

)
 

（

許

可

の

申

請

等)
 

第

八

条 

漁

業

法

第

六

十

六

条

第

一

項

及

び

前

条

の

規

定

に

よ

り

漁

業

の

許

可

（ 

 

以

下
「
漁
業
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一 



項
の
規
定
す
る
漁
業
及
び
前
条
第
二
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁

業
（
以
下
「
船
舶
ご
と
に
許
可
を
要
す
る
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と

及
び
船
舶
ご
と
に
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
同
条
第
二
号
ヲ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ

る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
（

以

下
「

漁

業

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

」
と

い

う

。)

に

あ

つ

て

は

当

該

漁

業

ご

と

に

、

漁

業

許

可

申

請

書

（

第

九

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

第

二

十

五

条

の

規

定

に

よ

り

定

数

が

定

め

ら

れ

た

漁

業
（

以

下
「

定

数

漁

業

」

と

い

う

。)

に

係

る

前

項

の

許

可

の

申

請

は

、
知

事

が

定

め

る

期

間

中

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

第

二

十

二

条

第

一

項

、

第

二

十

七

条

及

び

第

二

十

八

条

第

一

項

の

許

可

に

係

る

申

請

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

３ 

知

事

は

前

項

の

期

間

を

定

め

た

と

き

は

、

こ

れ

を

告

示

す

る

。 

４ 

定

数

漁

業

に

係

る

第

一

項

の

許

可

の

申

請

（

第

二

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

申

請

を

除

く

。)

を

し

た

者

が

そ

の

後

に

死

亡

し

、
合

併

に

よ

り

解

散

し

、
又

は

分

割

（

当

該

申

請

に

係

る

権

利

及

び

義

務

の

全

部

を

承

継

さ

せ

る

も

の

に

限

る

。)

を

し

た

と

き

は

、
そ

の

相

続

人
（

相

続

人

が

二

人

以

上

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

協

議

に

よ

り

当

該

申

請

を

し

た

者

の

地

位

を

承

継

す

べ

き

者

を

定

め

た

と

き

は

、

そ

の

者

）

、

当

該

合

併

後

存

続

す

る

法

人

若

し

く

は

当

該

合

併

に

よ

つ

て

成

立

し

た

法

人

又

は

当

該

分

割

に

よ

つ

て

当

該

権

利

及

び

義

務

の

全

部

を

承

継

し

た

法

人

は

、

当

該

漁

業

の

許

可

の

申

請

を

し

た

者

の

地

位

を

承

継

す

る

。 

５ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

の

申

請

を

し

た

者

の

地

位

を

承

継

し

た

者

は

、

承

継

の

日

か

ら

二

箇

月

以

内

に

そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

６ 

知

事

は

、

第

一

項

の

申

請

書

の

ほ

か

、

許

可

を

す

る

か

ど

う

か

の

判

断

に

関

し

必

要

と

認

め

る

書

類

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

あ

る

。 

(

平

三

規

則

九

・

平

一

二

規

則

一

三

七

・

平

一

三

規

則

一

八

・

平

一

四

規

則

八

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

一

部

改

正

)
 



（

許

可

の

有

効

期

間)
 

第

九

条 
漁

業

の

許

可

の

有

効

期

間

は

、

三

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

期

間

と

す

る

。 

一 

第

二

十

七

条

又

は

第

二

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

し

た

場

合 

従

前

の

許

可

の

有

効

期

間

の

残

存

期

間 

二 

次

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

の

有

効

期

間

が

短

縮

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

場

合 

三

年

か

ら

短

縮

さ

れ

た

残

り

の

期

間 

２ 

同

一

の

定

数

漁

業

に

係

る

許

可

の

有

効

期

間

の

満

了

日

は

、

そ

の

定

数

漁

業

の

す

べ

て

の

許

可

に

つ

い

て

、

同

一

の

期

日

に

満

了

す

る

よ

う

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

３ 

知

事

は

、

漁

業

調

整

又

は

水

産

資

源

の

保

護

培

養

の

た

め

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

聞

い

て

、

第

一

項

本

文

の

期

間

よ

り

短

い

期

間

と

す

る

こ

と

が

あ

る

。 

（

漁

業

許

可

証

の

交

付)
 

第

十

条 

知

事

は

、

漁

業

の

許

可

を

し

た

と

き

は

、

そ

の

申

請

者

に

漁

業

許

可

証

（

第

十

号

様

式)

を

交

付

す

る

。

か

ら

れ

て 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

業

許

可

証

の

携

帯

義

務)
 

第

十

一

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

当

該

許

可

に

係

る

漁

業

を

操

業

す

る

と

き

は

、

当

該

許

可

に

係

る

漁

業

許

可

証

を

携

帯

し

、

又

は

操

業

責

任

者

に

携

帯

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

漁

業

許

可

証

を

行

政

庁

に

提

出

中

で

あ

る

者

が

当

該

許

可

に

係

る

漁

業

を

操

業

す

る

場

合

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

知

事

が

証

明

し

た

漁

業

許

可

証

の

写

し

を

携

帯

し

、

又

は

操

業

責

任

者

に

携

帯

さ

せ

れ

ば

よ

い

。 

 



３ 

前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

漁

業

許

可

証

の

交

付

又

は

還

付

を

受

け

た

者

は

、

遅

滞

な

く

同

項

に

規

定

す

る

漁

業

許

可

証

の

写

し

を

返

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な 

い

。 

（

漁

業

許

可

証

の

譲

渡

等

の

禁

止)
 

第

十

二

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

漁

業

許

可

証

又

は

前

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

漁

業

許

可

証

の

写

し

を

他

人

に

譲

渡

し

、

又

は

貸

与

し

て

は

な

ら

な

い

。 (

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

番

号

等

の

表

示)
 

第

十

三

条 

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

船

橋

楼

（

船

橋

楼

を

有

し

な

い

船

舶

は

、

船

舶

の

外

部

）

両

側

面

の

上

部

に

、

許

可

に

係

る

漁

業

ご

と

に

、

別

表

第

三

に

掲

げ

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

同

表

に

掲

げ

る

記

号

及

び

許

可

番

号

、

同

表

に

掲

げ

る

漁

業

以

外

の

漁

業

に

あ

つ

て

は

許

可

番

号

を

表

示

し

な

け

れ

ば

、

当

該

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

小

型

さ

け

、

ま

す

流

し

網

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

で

、

県

の

区

域

外

に

当

該

漁

業

の

主

た

る

根

拠

地

を

有

す

る

も

の

は

、

当

該

道

県

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

許

可

番

号

等

を

表

示

し

た

場

合

は

、

当

該

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

許

可

に

係

る

船

舶

の

中

欄

に

定

め

る

箇

所

を

、

下

欄

に

定

め

る

色

彩

で

塗

装

し

な

け

れ

ば

、

当

該

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

し

て

は

な

ら

な

い

。 



３ 

漁

業

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

標

識

（

第

十

一

号

様

式

）

を

当

該

船

舶

に

掲

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

当

該

許

可

が

そ

の

効

力

を

失

い

、

又

は

取

消

さ

れ

た

場

合

に

は

、

す

み

や

か

に

、

前

三

項

の

規

定

に

よ

り

し

た

許

可

番

号

又

は

標

識

の

表

示

を

消

し

若

し

く

は

撤

去

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

等

の

制

限

又

は

条

件)
 

第

十

四

条 

知

事

は

、

漁

業

調

整

又

は

水

産

資

源

の

保

護

培

養

の

た

め

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

に

あ

た

り

、

当

該

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

制

限

又

は

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

あ

る

。 

（

許

可

の

内

容

に

違

反

す

る

操

業

の

禁

止)
 

第

十

五

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

漁

業

の

許

可

の

内

容

（

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

、

漁

業

種

類

（

当

該

漁

業

を

魚

種

、

漁

具

、

漁

法

等

に

よ

り

区

分

し

た

も

の

を

い

う

。
以

下

同

じ

。)

船

舶

の

総

ト

ン

数

、
推

進

機

関

の

馬

力

数

、

操

業

区

域

及

び

操

業

期

間

を

、

漁

業

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

漁

業

種

類

、

操

業

区

域

及

び

操

業

期

間

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

違

反

し

て

当

該

漁

業

を

営

ん

で

は

な

ら

な

い

。 

手

繰

第

三

種

漁

業

の

う

ち

あ
か
が

い
け
た
網
漁
業

手

繰

第

一

種

漁

業

の

う

ち

機

船

手

繰

網

漁

業 

漁 
業 

種 

類 

機

関

室

両

側

面 

船

橋

楼

及

び

機

関

室

両

側

面 

箇 
 

所 

赤 

色 

黄 

色 

色 

彩 



（

許

可

等

の

内

容

の

変

更

の

許

可)
 

第

十

六

条 
漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

は

、

そ

の

許

可

の

内

容

又

は

許

可

の

内

容

と

な

る

べ

き

事

項

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

漁

業

許

可

（

起

業

認

可

）

の

内

容

の

変

更

許

可

申

請

書

（

第

十

二

号

様

式

）

を

提

出

し

て

、

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

前

項

の

場

合

は

、

第

八

条

第

六

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

業

許

可

証

の

書

換

え

交

付

の

申

請)
 

第

十

七

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

漁

業

許

可

証

の

記

載

事

項

（

漁

業

種

類

、

操

業

区

域

及

び

操

業

期

間

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

に

変

更

を

生

じ

た

と

き

は

、

速

や

か

に

漁

業

許

可

証

書

換

え

交

付

申

請

書

（

第

十

三

号

様

式

）

を

提

出

し

て

、
知

事

に

漁

業

許

可

証

の

書

換

え

交

付

を

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

業

許

可

証

の

再

交

付

の

申

請)
 

第

十

八

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

漁

業

許

可

証

を

亡

失

し

、

又

は

き

損

し

た

と

き

は

、

す

み

や

か

に

、

そ

の

理

由

を

付

し

て

知

事

に

漁

業

許

可

証

の

再

交

付

を

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

漁

業

許

可

証

の

書

換

え

交

付

及

び

再

交

付)
 

第

十

九

条 

知

事

は

、

次

に

掲

げ

る

場

合

に

は

、

遅

滞

な

く

漁

業

許

可

証

を

書

換

え

て

交

付

し

、

又

は

再

交

付

す

る

。 

一 

第

十

六

条

の

許

可

（

船

舶

の

総

ト

ン

数

又

は

推

進

機

関

の

馬

力

数

の

変

更

に

係

る

許

可

を

除

く

。

）

を

し

た

と

き

。 

二 

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

る

書

換

え

交

付

の

申

請

が

あ

つ

た

と

き

。 

三 

前

条

の

規

定

に

よ

る

再

交

付

の

申

請

が

あ

つ

た

と

き

。 

四 

第

二

十

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

つ

た

と

き

。 



五 
第

三

十

二

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

漁

業

の

許

可

に 

つ

き

、

そ

の

内

容

を

変

更

し

、

又

は

制

限

若

し

く

は

条

件

を

付

け

た

と

き

。 

（

漁

業

許

可

証

の

返

納)
 

第

二

十

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

当

該

許

可

が

そ

の

効

力

を

失

い

、

又

は

取

り

消

さ

れ

た

場

合

に

は

、

す

み

や

か

に

そ

の

漁

業

許

可

証

を

知

事

に

返

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

前

条

の

規

定

に

よ

り

漁

業

許

可

証

の

書

換

え

交

付

又 

 

は

再

交

付

を

受

け

た

場

合

に

お

け

る

従

前

の

漁

業

許

可

証

に

つ

い

て

も

同

様

と 

す

る

。 

２ 

前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

漁

業

許

可

証

を

返

納

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

理

由

を

付

し

て

そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

起

業

の

認

可)
 

第

二

十

一

条 

漁

業

の

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

で

あ

つ

て

現

に

船

舶

又

は

主

な

漁

具

を

使

用

す

る

権

利

を

有

し

な

い

も

の

は

、

船

舶

の

建

造

に

着

手

す

る

前

又

は

船

舶

若

し

く

は

漁

具

を

譲

り

受

け

、

借

り

受

け

、

そ

の

返

還

を

受

け

、

そ

の

他

船

舶

若

し

く

は

漁

具

を

使

用

す

る

権

利

を

取

得

す

る

前

に

、

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

当

該

漁

業

ご

と

及

び

船

舶

ご

と

に

、

漁

業

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

当

該

漁

業

ご

と

に

、

あ

ら

か

じ

め

起

業

に

つ

き

知

事

の

認

可

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

前

項

の

認

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

当

該

漁

業

ご

と

及

び

船

舶

ご

と

に

、

漁

業

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

当

該

漁

業

ご

と

に

、

起

業

認

可

申

請

書

（

第

九

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

第

八

条

第

二

項

か

ら

第

六

項

ま

で

の

規

定

は

、

第

一

項

の

認

可

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 



第

二

十

二

条 

知

事

は

、

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

が

そ

の

起

業

の

認

可

に

基

づ 
 

い

て

許

可

の

申

請

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

申

請

の

内

容

が

認

可

を

受

け

た

内

容

と

同

一

で

あ

る

と

き

は

、
次

条

第

一

項

各

号

の

一

に

該

当

す

る

場

合

を

除

き

、

漁

業

の

許

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

が

認

可

を

受

け

た

日

か

ら

知

事

の

指

定

し

た

期

間

内

に

許

可

を

申

請

し

な

い

と

き

は

、

起

業

の

認

可

は

、

そ

の

期

間

の

満

了

の

日 

に

、

そ

の

効

力

を

失

う

。 

（

許

可

等

を

し

な

い

場

合)
 

第

二

十

三

条 

知

事

は

、

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

場

合

は

、

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

し

な

い

。 

一 

申

請

者

が

次

条

に

規

定

す

る

適

格

性

を

有

す

る

者

で

な

い

場

合 

二 

そ

の

申

請

に

係

る

漁

業

と

同

種

の

漁

業

の

許

可

の

不

当

な

集

中

に

至

る

お

そ

れ

が

あ

る

場

合 

三 

漁

業

調

整

又

は

水

産

資

源

の

保

護

培

養

の

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合 

２ 

知

事

は

、

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

の

規

定

に

よ

り

許

可

又

は

認

可

を

し

な

い

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

当

該

申

請

者

に

そ

の

理

由

を

文

書

を

も

つ

て

通

知

し

、

公

開

に

よ

る

意

見

の

聴

取

を

行

う

も

の

と

す

る

。 

３ 

前

項

の

意

見

の

聴

取

に

際

し

て

は

、

当

該

申

請

者

又

は

そ

の

代

理

人

は

、

当

該

事

案

に

つ

い

て

弁

明

し

、

か

つ

、

証

拠

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

４ 

知

事

は

、
第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

許

可

又

は

認

可

を

し

な

い

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

聴

く

も

の

と

す

る

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

等

に

つ

い

て

の

適

格

性)
 



第

二

十

四

条 

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

つ

い

て

、

適

格

性

を

有

す

る

者 

は

、

次

の

各

号

の

い

づ

れ

に

も

該

当

し

な

い

も

の

と

す

る

。 

一 

漁

業

に

関

す

る

法

令

を

遵

守

す

る

精

神

を

著

し

く

欠

く

者

で

あ

る

こ

と

。 

二 

前

号

の

規

定

に

よ

り

適

格

性

を

有

し

な

い

者

が

、

ど

ん

な

名

目

に

よ

る

の

で

あ

つ

て

も

、

実

質

上

当

該

漁

業

の

経

営

を

支

配

す

る

に

至

る

お

そ

れ

が

あ

る

こ

と

。 

（

許

可

等

の

定

数)
 

第

二

十

五

条 

知

事

は

、

水

産

資

源

の

保

護

培

養

又

は

漁

業

取

締

り

そ

の

他

漁

業

調

整

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

第

七

条

各

号

に

掲

げ

る

漁

業

に

つ

き

及

び

漁

業

法

第

六

十

六

条

第

一

項

に

掲

げ

る

漁

業

の

う

ち

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

知

事

が

許

可

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

船

舶

の

隻

数

の

最

高

限

度

が

定

め

ら

れ

た

漁

業

以

外

の

漁

業

に

つ

き

、

漁

業

種

類

ご

と

又

は

海

域

ご

と

に

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

数

の

最

高

限

度(

以

下

「

定

数

」

と

い

う

。)

を

定

め

る

こ

と

が

あ

る

。 

２ 

知

事

は

、

前

項

の

定

数

を

定

め

る

場

合

に

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

き

く

も

の

と

す

る

。 

３ 

漁

業

法

第

六

十

六

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

知

事

が

許

可

す

る

こ

と

が

で

き

る

船

舶

の

隻

数

の

最

高

限

度

が

定

め

ら

れ

た

と

き

は

、

当

該

隻

数

の

最

高

限

度

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

つ

て

知

事

が

定

め

た

定

数

と

み

な

す

。 

４ 

知

事

は

、
第

一

項

の

定

数(

前

項

の

規

定

に

よ

り

知

事

が

定

め

た

と

み

な

さ

れ

る

定

数

を

除

く

。)

を

定

め

た

と

き

は

、

こ

れ

を

告

示

す

る

。 

５ 

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

た

定

数

を

変

更

す

る

場

合

に

準

用

す

る

。 

（

許

可

等

の

基

準)
 
 



第

二

十

六

条 

知

事

は

、

定

数

漁

業

に

係

る

許

可

又

は

起

業

の

認

可

の

申

請

が

定

数

を

こ

え

る

場

合

に

は

、

少

な

く

と

も

次

に

掲

げ

る

事

項

を

勘

案

し

て

漁

業

ご

と

に

許

可

又

は

起

業

の

認

可

の

基

準

を

定

め

、

こ

れ

に

従

つ

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

水

産

資

源

の

保

護

培

養

若

し

く

は

漁

業

調

整

の

た

め

又

は

沿

岸

漁

業

の

経

営

の

改

善

に

資

す

る

た

め

当

該

漁

業

へ

の

転

換

を

図

る

こ

と

。 

二 

当

該

漁

業

の

従

事

者

が

当

該

漁

業

の

漁

業

者

と

し

て

自

立

を

図

る

こ

と

。 

２ 

知

事

は

、

定

数

漁

業

に

係

る

許

可

又

は

起

業

の

認

可

の

申

請

が

定

数

を

こ

え

る

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

申

請

の

う

ち

に

現

に

当

該

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

て

い

る

者

（

当

該

漁

業

の

許

可

の

有

効

期

間

の

満

了

日

が

第

八

条

第

三

項

（

第

二

十

一

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

告

示

し

た

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

申

請

す

べ

き

期

間

の

末

日

以

前

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

許

可

の

有

効

期

間

の

満

了

日

に

お

い

て

当

該

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

て

い

た

者

）

が

当

該

漁

業

の

許

可

の

有

効

期

間

（

起

業

の

認

可

を

受

け

て

お

り

又

は

受

け

て

い

た

者

に

あ

つ

て

は

、

当

該

起

業

の

認

可

に

係

る

漁

業

の

許

可

の

有

効

期

間

）

の

満

了

日

の

到

来

の

た

め

改

め

て

し

た

申

請

（

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

、

当

該

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

係

る

船

舶

と

同

一

の

船

舶

又

は

そ

の

代

船

で

あ

つ

て

そ

の

総

ト

ン

数

及

び

馬

力

数

が

当

該

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

係

る

船

舶

の

総

ト

ン

数

及

び

馬

力

数

を

こ

え

な

い

も

の

に

つ

い

て

し

た

申

請

に

限

る

。

）

が

あ

る

と

き

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

申

請

に

対

し

て

、

他

の

申

請

に

優

先

し

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

３ 

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

と

す

れ

ば

定

数

を

こ

え

る

こ

と

と

な

る

場

合

に

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

少

な

く



と

も

次

に

掲

げ

る

事

項

を

勘

案

し

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

の

基

準

を

定

め

、

こ

れ

に

従

つ

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

当

該

漁

業

の

操

業

状

況 

二 

各

申

請

者

が

当

該

漁

業

に

依

存

す

る

程

度 

三 

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

あ

つ

て

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

申

請

に

係

る

船

舶

の

申

請

者

別

隻

数 

４ 

知

事

は

、

第

一

項

又

は

前

項

の

基

準

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

き

く

も

の

と

す

る

。 

（

許

可

等

の

特

例)
 

第

二

十

七

条 

知

事

は

、

定

数

漁

業

の

う

ち

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

に

つ

い

て

は

、

次

の

各

号

の

一

に

該

当

し

、

か

つ

、

そ

の

申

請

の

内

容

が

従

前

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

内

容

と

同

一

で

あ

る

と

き

は

、

第

二

十

三

条

第

一

項

各

号

の

一

に

該

当

す

る

場

合

を

除

き

、

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

許

可

の

有

効

期

間

中

に

そ

の

許

可

を

受

け

た

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

す

る

こ

と

を

廃

止

し

、

他

の

船

舶

に

つ

い

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

申

請

し

た

場

合 

二 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

許

可

を

受

け

た

船

舶

が

滅

失

し

、

又

は

沈

没

の

日

か

ら

六

箇

月

以

内

（

そ

の

許

可

の

有

効

期

間

中

に

限

る

。

）

に

他

の

船

舶

に

つ

い

て

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

申

請

し

た

場

合 

第

二

十

八

条 

知

事

は

、

定

数

漁

業

の

う

ち

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

か

ら

、

そ

の

許

可

の

有

効

期

間

中

に

、

許

可

を

受

け

た

船

舶

を

譲

り

受

け

、

借

り

受

け

、

そ

の

返

還

を

受

け

、

そ

の

他

相

続

又

は

法

人

の

合

併

若

し

く

は

分

割

以

外

の

理

由

に

よ

り

当

該

船

舶

を

使

用

す

る

権

利

を

取

得

し

て

当

該

漁

業

を

営

も

う

と

す

る

者

が

、

当

該

船

舶

に

つ

い

て

漁

業

の

許

可

又

は



起

業

の

認

可

を

申

請

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

申

請

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

、

か

つ

、

そ

の

申

請

の

内

容

が

従

前

の

許

可

に

係

る

漁

業

の

許 

 

可

の

内

容

と

同

一

で

あ

る

と

き

は

、

第

二

十

三

条

第

一

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に 

該

当

す

る

場

合

を

除

き

、
漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

、

当

該

漁

業

の

経

営

の

安

定

又

は

合

理

化

を

図

る

た

め

、

そ

の

経

営

組

織

を

変

更

し

て

、

他

の

漁

業

者

若

し

く

は

漁

業

従

事

者

と

共

同

し

て

当

該

漁

業

を

営

む

場

合

又

は

そ

の

者

若

し

く

は

そ

の

者

の

当

該

漁

業

に

従

事

す

る

者

を

主

た

る

構

成

員

若

し

く

は

社

員

と

す

る

法

人

と

し

て

当

該

漁

業

を

営

む

場

合

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

場

合 

二 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

許

可

に

係

る

船

舶

の

合

計

総

ト

ン

数

が

告

示

で

定

め

る

規

模

に

達

し

な

い

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

規

模

に

達

す

る

た

め

、

他

の

船

舶

を

併

せ

使

用

し

よ

う

と

す

る

と

き

。 

三 

そ

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

申

請

し

た

者

が

、

水

産

資

源

の

保

護

培

養

若

し

く

は

漁

業

調

整

の

た

め

又

は

沿

岸

漁

業

の

経

営

の

改

善

に

資

す

る

た

め

緊

急

に

転

換

を

図

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

漁

業

で

あ

つ

て

告

示

で

定

め

る

も

の

を

営

み

若

し

く

は

こ

れ

に

従

事

す

る

者

又

は

こ

れ

ら

を

主

た

る

構

成

員

若

し

く

は

社

員

と

す

る

法

人

で

あ

る

場

合 

四 

当

該

漁

業

の

従

事

者

が

自

立

し

て

当

該

漁

業

を

営

も

う

と

す

る

場

合 

２ 

知

事

は

、

前

項

第

二

号

若

し

く

は

第

三

号

の

告

示

を

し

又

は

そ

の

告

示

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

聞

く

も

の

と

す

る

。 

(

平

一

三

規

則

一

八

・

一

部

改

正

)
 

（

相

続

又

は

法

人

の

合

併

若

し

く

は

分

割)
 

第

二

十

九

条 

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

が

死

亡

し

、
解

散

し

、

又

は

分

割

（

当

該

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

基

づ

く

権

利

及

び

義

務

の



全

部

を

承

継

さ

せ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

し

た

と

き

は

、

そ

の

相

続

人

（

相

続

人

が

二

人

以

上

あ

る

場

合

に

お

い

て

そ

の

協

議

に

よ

り

漁

業

を

営

む

べ

き

者

を

定

め

た

と

き

は

、

そ

の

者

）

、

合

併

後

存

続

す

る

法

人

若

し

く

は

合

併

に

よ

つ

て

成

立

し

た

法

人

又

は

当

該

分

割

に

よ

つ

て

当

該

権

利

及

び

義

務

の

全

部

を

承

継

し

た

法

人

は

、

当

該

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

の

地

位

を

承

継

す

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

の

地

位

を 

承

継

し

た

者

は

、

当

該

承

継

を

証

す

る

書

面

を

添

え

て

、

承

継

の

日

か

ら

二

箇

月

以

内

に

そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

平

一

三

規

則

一

八

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

等

の

取

消

し)
 

第

三

十

条 

知

事

は

、

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

が

、

第

二

十

四

条

に

規

定

す

る

適

格

性

を

有

す

る

者

で

な

く

な

つ

た

と

き

は

、

そ

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

取

り

消

す

も

の

と

す

る

。 

２ 

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

の

取

消

し

を

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

関

係

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

当

該

処

分

に

係

る

聴

聞

の

期

日

に

お

け

る

審

理

を

公

開

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

一

部

改

正

)
 

第

三

十

一

条 

知

事

は

、

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

そ

の

許

可

を

受

け

た

日

か

ら

六

箇

月

間

又

は

引

き

続

き

一

年

間

休

業

し

た

と

き

は

、

そ

の

許

可

を

取

り

消

す

こ

と

が

あ

る

。 

２ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

の

責

め

に

帰

す

べ

き

理

由

に

よ

る

場

合

を

除

き

、

次

条

第

一

項

若

し

く

は

第

五

十

一

条

の

規

定

に

基

づ

く

処

分

又

は

漁

業

法

第

六

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

指

示

、

同

条

第

十

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

命



令

、

同

法

第

六

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

指

示

若

し

く

は

同

条

第

四

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て

準

用

す

る

同

法

第

六

十

七

条

第

十

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

命

令

に

よ

り

操

業

を

停

止

さ

れ

た

期

間

は

、

前

項

の

期

間

に

算

入

し

な

い

。 

３ 

第

一

項

の

場

合

に

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 

４ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

一

漁

期

以

上

休

業

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

休

業

期

間

を

定

め

、

理

由

を

付

し

て

あ

ら

か

じ

め

知

事

に

届

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

５ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

前

項

の

休

業

中

の

漁

業

に

つ

き

就

業

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

平

一

二

規

則

一

三

七

・

平

一

三

規

則

八

〇

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

業

調

整

等

の

た

め

許

可

等

の

変

更

、

取

り

消

し

又

は

操

業

停

止

等)
 

第

三

十

二

条 

知

事

は

、

漁

業

調

整

又

は

水

産

資

源

の

保

護

培

養

の

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

に

つ

き

、

そ

の

内

容

を

変

更

し

、

制

限

若

し

く

は

条

件

を

付

し

、

取

り

消

し

、

又

は

操

業

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

あ

る

。 

２ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

、

漁

業

に

関

す

る

法

令

の

規

定

又

は

こ

れ

ら

の

規

定

に

基

づ

く

処

分

に

違

反

し

た

と

き

も

、

前

項

と

同

様

と

す

る

。 

３ 

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

処

分

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

同

項

の

違

反

者

に

係

る

他

の

漁

業

の

許

可

に

つ

い

て

、

第

一

項

に

規

定

す

る

処

分

を

行

な

う

こ

と

が

あ

る

。 

４ 

知

事

は

、

前

三

項

の

規

定

に

よ

る

漁

業

の

許

可

若

し

く

は

起

業

の

認

可

の

内

容

の

変

更

、

制

限

若

し

く

は

条

件

の

付

加

又

は

操

業

の

停

止

を

行

お

う

と

す

る

と

き

は

、

聴

聞

を

行

う

も

の

と

す

る

。 

５ 

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

場

合

に

は

、

第

三

十

条

第

二

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 



(
平

六

規

則

六

一

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

等

の

失

効)
 

第

三

十

三

条 
漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

者

が

死

亡

し

、

又

は

解

散

し

た

と

き

は

、

第

二

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

承

継

す

る

場

合

を

除

き

、

そ

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

は

、

そ

の

効

力

を

失

う

。 

２ 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

が

当

該

漁

業

を

廃

止

し

た

と

き

は

、
そ

の

許

可

は

、

そ

の

効

力

を

失

う

。 

３ 

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

場

合

は

、

当

該

船

舶

ご

と

に

許

可

を

要

す

る

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

は

、

そ

の

効

力

を

失

う

。 

一 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

船

舶

を

当

該

漁

業

に

使

用

す

る

こ

と

を

廃

止

し

た

と

き

。 

二 

漁

業

の

許

可

又

は

起

業

の

認

可

を

受

け

た

船

舶

が

滅

失

し

、

又

は

沈

没

し

た

と

き

。 

三 

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

船

舶

を

譲

渡

し

、

貸

し

付

け

、

返

還

し

、

そ

の

他

そ

の

船

舶

を

使

用

す

る

権

利

を

失

つ

た

と

き

。 

第

三

章 

水

産

資

源

の

保

護

培

養

及

び

漁

業

の

取

締

り

等 

（

有

害

物

の

遺

棄

漏

せ

つ

の

禁

止)
 

第

三

十

四

条 

水

産

動

植

物

に

有

害

な

物

を

遺

棄

し

、

又

は

漏

せ

つ

し

て

は

な

ら

な

い

。 

２ 

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

違

反

す

る

者

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

者

に

対

し

除

害

に

必

要

な

設

備

の

設

置

を

命

じ

、

又

は

既

に

設

け

た

除

害

設

備

の

変

更

を

命

ず

る

こ

と

が

あ

る

。 

３ 

前

項

の

規

定

は

、
水

質

汚

濁

防

止

法
（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

八

号

）

の

適

用

を

受

け

る

者

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。 

(

昭

四

九

規

則

八

四

・

一

部

改

正

)
 



（

保

護

水

面

に

お

け

る

採

捕

等

の

制

限)
 

第

三

十

五

条 

水

産

資

源

保

護

法

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

つ

て

指

定

さ

れ

た

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

保

護

水

面

の

区

域

に

お

い

て

は

、

同

表

中

欄

に

掲

げ

る

水

産

動

物

の

採

捕

及

び

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

行

為

を

し

て

は

な

ら

な

い

。 

        

            

 

三
　
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点

 
を
順
次
結
ん
だ
直
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
水
面

 
基
点
甲
　
む
つ
市
川
内
町
宿
野
部
電
電
宮
か
ら
二

 
 
 
 
百
四
十
一
度
四
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地

 
 
 
 
点
に
知
事
が
建
設
し
た
標
柱
の
位
置

 
 
 
 
イ
　
基
点
甲
か
ら
百
八
十
度
二
百
七
十
三

 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ロ
　
基
点
甲
か
ら
百
八
十
度
七
百
二
十
八

 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ハ
 
イ
か
ら
九
十
度
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の

 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
ニ
　
ロ
か
ら
九
十
度
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の

 
 
 
 
 
点

二
　
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点

 
を
順
次
結
ん
だ
直
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
水
面

 
基
点
甲
　
む
つ
市
熊
野
川
口
左
岸
か
ら
百
十
五
度

 
 
 
 
三
十
分
四
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に

 
 
 
 
知
事
が
建
設
し
た
標
柱
の
位
置

 
 
 
 
イ
　
基
点
甲
か
ら
百
九
十
度
二
百
七

 
 
 
 
 
十
三
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ロ
　
基
点
甲
か
ら
百
九
十
度
七
百
二

 
 
 
 
 
十
八
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ハ
　
イ
か
ら
二
百
八
十
度
九
百
十
メ

 
 
 
 
 
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ニ
　
ロ
か
ら
二
百
八
十
度
九
百
十
メ

 
 
 
 
 
ー
ト
ル
の
点

　 一
　
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点

 
を
順
次
結
ん
だ
直
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
水
面

 
基
点
甲
　
上
北
郡
野
辺
地
町
明
前
川
口
左
岸
か
ら

 
 
 
 
二
百
十
八
度

(

磁
針
方
位
に
よ
る
。
以
下

 
 
 
 
同
じ
。

)

五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に

 
 
 
 
知
事
が
建
設
し
た
標
柱
の
位
置

 
 
 
乙
　
基
点
甲
か
ら
三
百
十
二
度
三
千
二
十
八

 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
丙
　
基
点
甲
か
ら
三
百
十
二
度
二
千
百
十
八

 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
イ
　
乙
か
ら
四
十
五
度
五
百
四
十
六
メ
ー

 
 
 
 
 
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ロ
　
乙
か
ら
二
百
二
十
五
度
三
百
六
十
四

 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ハ
　
丙
か
ら
四
十
五
度
五
百
四
十
六
メ
ー

 
 
 
 
 
ト
ル
の
点

 
 
 
 
ニ
　
丙
か
ら
二
百
二
十
五
度
三
百
六
十
四

 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
の
点

保
　
護
　
水
　
面
　
の
　
区
　
域

 
ほ
た
て

 
が
い

名
　
称

 
底
び
き
網
漁

 
法
等

(

網
漁

 
具
を
ひ
く
一

 
切
の
漁
法
を

 
い
う
。

)

に

 
よ
る
操
業
及

 
び
そ
の
他
知

 
事
が
行
う
管

 
理
の
妨
げ
と

 
な
る
行
為

行
　
為



      

 

(

昭

五

八

規

則

三

九

・

平

一

七

規

則

一

〇

九

・

一

部

改

正

)
 

（

採

捕

の

禁

止

期

間)
 

第

三

十

六

条 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

水

産

動

物

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

期

間

は

、

こ

れ

を

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。 

な

ま

こ 

ほ

つ

き

が

い 

あ

わ

び 

あ

か

ざ

ら

が

い 

あ

か

が

い 

名 

称 

五

月

一

日

か

ら 
 

九

月

三

十

日

ま

で 

五

月

一

日

か

ら 
 

十

一

月

三

十

日

ま

で 

八

月

一

日

か

ら 
 

十

月

三

十

一

日

ま

で 

た

だ

し

、

西

津

軽

郡

久

六

島

最

高

点

に

設

置

し

た

標

柱

か

ら

四

千

メ

ー

ト

ル

以

内

の

海

域

に

お

い

て

は

九

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

と

す

る

。 

四

月

一

日

か

ら 
 

六

月

三

十

日

ま

で 

七

月

一

日

か

ら 
 

九

月

三

十

日

ま

で 

禁 
 

止 
 

期 
 
間 

　
　
　
　
イ
　
基
点
甲
か
ら
二
百
九
十
四
度
六
百
十

　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　
　
ロ
　
基
点
甲
か
ら
三
百
二
度
百
五
十
メ
ー

　
　
　
　
　
ト
ル
の
点

　
　
　
　
ハ
　
基
点
甲
か
ら
二
百
三
十
度
五
百
二
十

　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　
　
ニ
　
基
点
甲
か
ら
二
百
七
十
七
度
六
百
七

　
　
　
　
　
十
メ
ー
ト
ル
の
点

四
　
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点

　
を
順
次
結
ん
だ
直
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
水
面

　
基
点
甲
　
む
つ
市
字
曾
利
川
口
右
岸
か
ら
七
十
一

　
　
　
度
千
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
知
事
が
建
設

　
　
　
し
た
標
柱
の
位
置

あ
か
が
い



２ 

前

項

の

規

定

に

違

反

し

て

採

捕

し

た

水

産

動

物

又

は

そ

の

製

品

は

、

所

持

し

又

は

販

売

し

て

は

な

ら

な

い

。 

(

昭

四

四

規

則

四

六

・

昭

五

四

規

則

二

六

・

平

一

九

規

則

二

五

・

一

部

改

正

)
 

（

大

き

さ

に

よ

る

採

捕

の

制

限)
 

第

三

十

七

条 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

水

産

動

物

で

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

大

き

さ

の

も

の

は

、

こ

れ

を

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

第

一

種

共

同

漁

業

権

又

は

こ

れ

に

係

る

入

漁

権

が

設

定

さ

れ

て

い

る

漁

場

に

お

い

て

、

当

該

第

一

種

共

同

漁

業

権

又

は

当

該

入

漁

権

を

有

す

る

者

が

当

該

漁

場

内

で

行

な

う

種

苗

の

移

殖

の

た

め

に

採

捕

す

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

違

反

し

て

採

捕

し

た

水

産

動

物

又

は

そ

の

製

品

は

、

所

持

し

又

は

販

売

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

は

た

は

た

卵

の

採

捕

の

禁

止)
 

第

三

十

八

条 

産

卵

さ

れ

た

は

た

は

た

卵

は

、

こ

れ

を

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

違

反

し

て

採

捕

し

た

は

た

は

た

卵

又

は

そ

の

製

品

は

、

所

持

し

又

は

販

売

し

て

は

な

ら

な

い

。 

ま

す 

さ

け 

ほ

っ

き

が

い 

ほ

た

て

が

い 

あ

わ

び 

あ

か

ざ

ら

が

い 

あ

か

が

い 

名 

称 

全 

長 

十

七

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

全 

長 

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

殻 

長 

七

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

殻 

長 

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

殻 

長 

九

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

殻 

長 

六

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

殻 

長 

八

・

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

大 
 
 
 

き 
 
 
 

さ 



（

漁

業

の

禁

止)
 

第

三

十

九

条 

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
は
、
漁
業
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及

び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。 

一 

沖
縄
式
追
込
網 

二 

追
込
網
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

三 

さ
け
、
ま
す
は
え
な
わ
（
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁

船
に
よ
り
行
う
も
の
（
東
経
百
三
十
九
度
の
線
以
東
の
海
域
の
う
ち
青
森
県
地
先
海
域
に

お
い
て
一
月
一
日
か
ら
五
月
二
十
日
ま
で
の
間
行
う
も
の
を
除
く
。)

に
限
る
。
） 

(

昭

五

四

規

則

五

〇

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

全

改

)
 

（

漁

具

の

制

限)
 

第

四

十

条 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

漁

具

に

よ

り

水

産

動

物

を

採

捕

す

る

場

合

の

当

該

漁

具

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

範

囲

の

漁

具

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

あ

か

が

い

け

た

網 

打 

瀬 

網 

（

い

さ

ざ

の

採

捕

を

目

的

と 

 

す

る

も

の

を

除

く

。

） 

手 

繰 

網 

（

い

さ

ざ

の

採

捕

を

目

的

と 

 

す

る

も

の

を

除

く

。

） 

名 

称 

爪

の

間

隔 

爪

の

根

本

に

あ

つ

て

は

四
・
五

セ

ン 

 
 
 
 
 

チ

メ

ー

ト

ル

以

上 

 
 
 
 
 

爪

の

先

端

に

あ

つ

て

は

六

セ

ン

チ 

網

の

目

合 

六

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル 

 

網

の

目

合 

六

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル 

 

範 
 
 
 
 

囲 



２ 

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

に

使

用

す

る

目

的

を

も

つ

て

滑

走

装

置

を

備

え

た

桁

又

は

網

口

開

口

板

を

漁

船

に

と

う

載

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

漁

法

の

制

限)
 

第

四

十

一

条 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

漁

業

に

つ

い

て

は

、

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

漁

法

に

よ

り

水

産

動

物

を

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。 

 

  

な

ま

こ

け

た

網 

ほ

っ

き

が

い

け

た

網 

ほ

た

て

が

い

け

た

網 

 

網
の
目
合 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

爪
の
間
隔 

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

網
の
目
合 
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

爪
の
間
隔 

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

網
の
目
合 

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

 
 
 
 
 

メ

ー

ト

ル

以

上 

網

の

目

合 

十

二

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上 

け

た

の

幅 

百

六

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下 

地

こ

ぎ

網

漁

業 

地

び

き

網

漁

業 

名 
 
 
 

称 

 

動
力
漁
船
を
使
用
し
て
え
い
網
す
る
漁
法 

動
力
漁
船
を
使
用
し
て
え
い
網
す
る
漁
法 

漁 
 
 
 

法 



      

(

平

一

七

規

則

一

〇

九

・

一

部

改

正

)
 

（

禁

止

区

域)
 

第

四

十

二

条 

削

除 

(

平

一

七

規

則

一

〇

九

・

一

部

改

正

・

平

二

○

規

則

二

五
)
 

（

漁

業

の

禁

止

期

間)
 

第

四

十

三

条 

削

除 

（

平

二

○

規

則

二

五

)
 

（

夜

間

の

操

業

禁

止)
 

第

四

十

四

条 

削

除 

（

平

二

○

規

則

二

五

)
 

（

河

口

附

近

に

お

け

る

操

業

の

制

限)
 

第

四

十

五

条 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

河

口

の

附

近

で

あ

つ

て

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

区

域

に

お

い

て

は

、

十

月

一

日

か

ら

十

二

月

十

日

ま

で

の

間

は

、

網

具

を

使

用

す

る

漁

業

及

び

は

え

な

わ

漁

業

を

操

業

し

て

は

な

ら

な

い

。 

     

ま

き

網

漁

業 

(

下
北
郡
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中

心
点
と
を
結
ぶ
直
線
と
太
平
洋

側
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
以
東

の
海
域
に
お
け
る
中
型
ま
き
網

漁
業
に
限
る
。)

 

集
魚
灯
を
使
用
す
る
漁
法 

   

新
井
田
川
河

口
及
び
馬
淵

川
河
口

名
　
称

八
戸
港
八
太
郎
北
防
波
堤
、

八
太
郎
北
防
波
堤
の
突
端
か
ら
白
銀
北
防
波

堤
の
東
端
を
経
て
蕪
島
に
至
る
直
線
、
新
井
田
川
河
口

(

八
戸
大
橋
の
下

流
端
を
い
う
。

)

、
馬
淵
川
河
口

(

八
太
郎
地
区
北
導
流
堤
の
突
端
か
ら

八
戸
市
豊
洲
四
番
の
北
端
に
至
る
直
線
を
い
う
。

)

、
八
太
郎
地
区
北
導

流
堤
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

禁
　
　
止
　
　
区
　
　
域



                         

追
良
瀬
川
河

口 赤
石
川
河
口

十
三
湖
水
戸

口 蟹
田
川
河
口

小
湊
川
河
口

野
辺
地
川
河

口 大
畑
川
河
口

高
瀬
川
河
口

奥
入
瀬
川
河

口

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
二
百
二
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
二
百
九
十
二
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
二
百
八
十
二
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
十
二
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
二
百
五
十
四
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
三
百
四
十
四
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
三
百
三
十
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
六
十
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

水
戸
口

(

左
岸
導
流
堤
の
突
端
か
ら
右
岸
導
流
堤
の
突
端
に
至
る
直
線
を

い
う
。

)

の
中
心
点
か
ら
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

蟹
田
川
左
岸
突
堤
の
突
端
か
ら
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
及
び
左
岸

突
堤
と
右
岸
突
堤
と
の
間
の
海
域

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
十
五
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
百
五
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
百
五
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
百
九
十
五
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
三
百
四
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
三
十
四
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
二
十
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
百
十
度
百
八
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

大
畑
漁
港
北
防
波
堤
の
東
端
か
ら
東
防
波
堤
の
突
端
に
至
る
直
線
の
中
心

点
か
ら
二
百
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
並
び
に
北
防
波
堤
、
北
防
波
堤
の

東
端
か
ら
東
防
波
堤
の
突
端
に
至
る
直
線
、
東
防
波
堤
、
大
畑
川
河
口

(

北
導
流
堤
の
基
部
か
ら
湊
導
流
堤
の
基
部
に
至
る
直
線
を
い
う
。

)

及

び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
三
度
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
九
十
三
度
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
九
十
度
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
百
八
十
度
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

次
の
ア
、
イ
、

ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
　
河
口
左
岸
か
ら
三
百
四
十
七
度
、
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
　
点
ア
か
ら
七
十
七
度
、

四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
　
点
エ
か
ら
七
十
六
度
、

四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

エ
　
河
口
右
岸
か
ら
百
六
十
六
度
、
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点



２ 

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

河

口

の

附

近

で

あ

つ

て

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

区

域

に

お

い

て

は

、

八

月

一

日

か

ら

十

二

月

十

日

ま

で

の

間

は

、

網

具

を

使

用

す

る

漁

業

を

操

業

し

て

は

な

ら

な

い

。 

(

昭

四

四

規

則

四

六

・

平

二

規

則

二

三

・

平

一

〇

規

則

一

〇

七

・

一

部

改

正
)
 

第

四

十

六

条 

削

除 

(

昭

五

九

規

則

五

六

)
 

（

漁

場

内

の

岩

礁

破

砕

等

の

許

可)
 

第

四

十

七

条 

漁

業

権

の

設

定

さ

れ

て

い

る

漁

場

内

に

お

い

て

岩

礁

、

岩

石

若

し

く

は

コ

ン

ク

リ

ー

ト

塊

を

爆

破

し

、

又

は

沈

没

船

を

破

砕

し

、

又

は

岩

石

若

し

く

は

土

砂

を

採

取

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

漁

場

に

係

る

漁

業

権

者

が

水

産

動

植

物

の

保

護

培

養

の

目

的

を

も

つ

て

す

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

岩

礁

破

砕

等

許

可

申

請

書(

第

十

四

号

様

式)

に

、

当

該

漁

場

に

係

る

漁

業

権

者

及

び

入

漁

権

者

の

同

意

書

を

添

え

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

老
部
川
河
口 

（
下
北
郡
東
通

村
大
字
白
糠
に

河
口
を
有
す
る

も
の
。)

 

 

名 

称 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域 

ア 

河
口
左
岸
か
ら
十
四
度
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点 

イ 

点
ア
か
ら
百
四
度
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点 

ウ 

点
エ
か
ら
百
四
度
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点 

エ 

河
口
右
岸
か
ら
百
九
十
四
度
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点 

禁 
 

止 
 

区 
 

域 



３ 

知

事

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

す

る

に

あ

た

り

、

制

限

又

は

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

あ

る

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

陸

奥

湾

内

で

操

業

す

る

船

舶

の

設

備

制

限)
 

第

四

十

八

条 

陸

奥

湾

（

漁

業

法

第

六

条

第

三

項

第

一

号

に

定

め

る

海

域

）

内

で

操

業

に

使

用

す

る

船

舶

の

漁

具

捲

揚

装

置

に

は

、

二

箇

以

上

の

ド

ラ

ム

を

装

備

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

漁

業

権

若

し

く

は

入

漁

権

に

基

づ

い

て

営

む

漁

業

又

は

第

七

条

の

許

可

を

受

け

て

営

む

小

型

定

置

漁

業

に

あ

つ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

２ 

前

項

た

だ

し

書

の

漁

業

を

営

む

者

は

、

ド

ラ

ム

装

置

届

出

書

（

第

十

五

号

様

式

）

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

昭

五

四

規

則

四

六

・

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

遊

漁

者

等

の

漁

具

漁

法

の

制

限)
 

第

四

十

九

条 

漁

業

者

が

漁

業

を

営

む

た

め

に

す

る

場

合

若

し

く

は

漁

業

従

事

者

が

漁

業

者

の

た

め

に

従

事

し

て

す

る

場

合

又

は

試

験

研

究

機

関

が

試

験

研

究

の

た

め

に

採

捕

す

る

場

合

を

除

き

、

次

に

掲

げ

る

漁

具

又

は

漁

法

以

外

の

漁

具

又

は

漁

法

に

よ

り

水

産

動

植

物

を

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。 

一 

竿

づ

り

及

び

手

づ

り 

二 

た

も

網

、

叉

手

網

及

び

四

つ

手

網 

三 

投

網 

四 

や

す

（

発

射

装

置

を

有

す

る

も

の

を

除

く

。

）

及

び

は

具 

五 

徒

手

採

捕

（

潜

水

器

に
よ
り
行
う
も

の

を

除

く

。)
 

(

平

二

規

則

二

三

・

平

一

五

規

則

七

六

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

一

部

改

正

)
 

（

試

験

研

究

等

の

適

用

除

外)
 



第

五

十

条 

こ

の

規

則

の

う

ち

水

産

動

物

の

種

類

若

し

く

は

大

き

さ

又

は

水

産

動

物

の

採

捕

の

期

間

若

し

く

は

区

域

又

は

使

用

す

る

漁

具

若

し

く

は

漁

法

に

つ

い

て

の

制

限

又

は

禁

止

に

関

す

る

規

定

は

、

試

験

研

究

、

教

育

実

習

、

増

養

殖

用

の

種

苗(

種

卵

を

含

む

。)

の

供

給(

自

給

を

含

む

。)

又

は

病

虫

害

等

の

防

除(

以

下

本

条

に

お

い

て
「

試

験

研

究

等

」
と

い

う

。)

の

た

め

に

水

産

動

物

の

採

捕

に

つ

い

て

知

事

の

許

可

を

受

け

た

者

が

行

な

う

当

該

試

験

研

究

等

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。 

２ 

前

項

の

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、
特

別

採

捕

許

可

申

請

書(

第

十

六

号

様

式)

を

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

知

事

は

、
第

一

項

の

許

可

を

し

た

と

き

は

、
特

別

採

捕

許

可

証(

第

十

七

号

様

式)

を

交

付

す

る

。 

４ 

知

事

は

、

第

一

項

の

許

可

を

す

る

に

あ

た

り

、

制

限

又

は

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

あ

る

。 

５ 

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

採

捕

に

当

た

り

最

も

見

や

す

い

場

所

に

標

識(

第

十

一

号

様

式

準

用)

を

設

置

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

６ 

前

項

の

標

識

は

、

採

捕

が

終

つ

た

と

き

は

、

撤

去

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

７ 

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

当

該

許

可

に

係

る

試

験

研

究

等

の

た

め

の

採

捕

の

終

了

後

遅

滞

な

く

、
そ

の

経

過

を

知

事

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

８ 

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

許

可

証

に

記

載

さ

れ

た

事

項

に

違

反

し

て

採

捕

し

て

は

な

ら

な

い

。 

９ 

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

特

別

採

捕

許

可

証

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

10 

第

二

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

準

用

す

る

。 

11 

第

十

一

条

及

び

第

十

二

条

の

規

定

は

、

第

一

項

又

は

第

十

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 



(
昭

四

四

規

則

四

六

・

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

許

可

船

舶

に

対

す

る

て

い

泊

命

令

及

び

検

査)
 

第

五

十

一

条 
知

事

は

、

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

に

つ

き

、

合

理

的

に

判

断

し

て

漁

業

に

関

す

る

法

令

の

規

定

又

は

こ

れ

ら

の

規

定

に

基

づ

く

処

分

に

違

反

す

る

事

実

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

、

漁

業

取

締

り

上

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

に

対

し

、

て

い

泊

港

及

び

て

い

泊

期

間

を

指

定

し

て

当

該

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

の

使

用

に

係

る

船

舶

の

て

い

泊

を

命

ず

る

こ

と

が

あ

る

。

漁

業

法

第

百

三

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

検

査

を

行

わ

せ

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。 

２ 

知

事

は

、

前

項

前

段

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

聴

聞

を

行

う

も

の

と

す

る

。 

３ 

第

一

項

前

段

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

係

る

聴

聞

の

期

日

に

お

け

る

審

理

は

、

公

開

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

４ 

第

一

項

前

段

の

規

定

に

よ

る

て

い

泊

期

間

は

四

十

日

間

、

同

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

て

い

泊

期

間

は

十

日

間

を

超

え

な

い

も

の

と

す

る

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

平

一

五

規

則

七

六

・

一

部

改

正

)
 

（

船

長

等

の

乗

組

み

禁

止

命

令)
 

第

五

十

二

条 

知

事

は

、

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

に

つ

き

、

合

理

的

に

判

断

し

て

漁

業

に

関

す

る

法

令

の

規

定

又

は

こ

れ

ら

の

規

定

に

基

づ

く

処

分

に

違

反

す

る

事

実

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

、

漁

業

取

締

り

上

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

漁

業

の

許

可

を

受

け

た

者

の

使

用

に

係

る

船

舶

の

船

長

、

船

長

の

職

務

を

行

う

者

又

は

操

業

を

指

揮

す

る

者

に

対

し

、

当

該

漁

業

に

従

事

す

る

船

舶

へ

の

乗

組

み

を

制

限

し

、

又

は

禁

止

す

る

こ

と

が

あ

る

。 

２ 

前

項

の

場

合

に

は

、

前

条

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

平

一

五

規

則

七

六

・

一

部

改

正

)
 



（

無

許

可

船

に

対

す

る

て

い

泊

命

令)
 

第

五

十

三

条 

知

事

は

、

合

理

的

に

判

断

し

て

漁

業

者

が

当

該

漁

業

の

許

可

を

受

け

な

い

で

、

当

該

漁

業

を

営

ん

だ

事

実

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

、

漁

業

取

締

り

上

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

漁

業

者

又

は

当

該

漁

業

者

の

使

用

に

係

る

船

舶

の

船

長

、

船

長

の

職

務

を

行

う

者

若

し

く

は

操

業

を

指

揮

す

る

者

に

対

し

、

て

い

泊

港

及

び

て

い

泊

期

間

を

指

定

し

て

当

該

船

舶

の

て

い

泊

を

命

ず

る

こ

と

が

あ

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

て

い

泊

期

間

は

、
四

十

日

間

を

こ

え

な

い

も

の

と

す

る

。 

３ 

第

一

項

の

場

合

に

は

、

第

五

十

一

条

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 (

平

六

規

則

六

一

・

平

一

五

規

則

七

六

・

一

部

改

正

)
 

（

無

許

可

船

に

対

す

る

漁

具

又

は

漁

ろ

う

装

置

の

陸

揚

げ

命

令

等)
 

第

五

十

四

条 

知

事

は

、

漁

業

取

締

り

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

漁

業

の

許

可

を

受

け

な

い

で

当

該

漁

業

に

使

用

し

若

し

く

は

使

用

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

船

舶

に

よ

り

漁

業

を

営

む

者

又

は

当

該

船

舶

の

船

長

、

船

長

の

職

務

を

行

な

う

者

若

し

く

は

操

業

を

指

揮

す

る

者

に

対

し

て

、
期

間

を

指

定

し

て

、

も

つ

ぱ

ら

当

該

漁

業

の

用

に

供

さ

れ

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

漁

具

又

は

漁

ろ

う

装

置

そ

の

他

の

設

備

の

陸

揚

げ

を

命

じ

、

又

は

み

ず

か

ら

こ

れ

ら

の

設

備

の

封

印

を

す

る

こ

と

が

あ

る

。 

（

停

船

命

令)
 

第

五

十

五

条 

漁

業

監

督

吏

員

は

、

漁

業

法

第

七

十

四

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

検

査

又

は

質

問

を

す

る

必

要

が

あ

る

と

き

は

、
漁

業

に

従

事

す

る

船

舶

の

船

長

、

船

長

の

職

務

を

行

な

う

者

又

は

操

業

を

指

揮

す

る

者

に

対

し

、

停

船

を

命

ず

る

こ

と

が

あ

る

。 



２ 

前

項

の

停

船

命

令

は

、

同

項

の

検

査

又

は

質

問

を

す

る

旨

を

告

げ

、

又

は

表

示

し

、

か

つ

、

国

際

海

事

機

関

が

採

択

し

た

国

際

信

号

書

に

規

定

す

る

次

に

掲

げ

る

信

号

を

用

い

て

行

う

も

の

と

す

る

。 

一 

信

号

旗

Ｌ

（

第

十

八

号

様

式

）

を

掲

げ

る

。 

二 

サ

イ

レ

ン

、

汽

笛

そ

の

他

の

音

響

信

号

に

よ

り

Ｌ

の

信

号

（

短

音

一

回

、

長

音

一

回

、

短

音

二

回

）

を

約

七

秒

の

間

隔

を

置

い

て

連

続

し

て

行

う

。 

三 

投

光

器

に

よ

り

Ｌ

の

信

号

（

短

光

一

回

、

長

光

一

回

、

短

光

二

回

）

を

約

七

秒

の

間

隔

を

置

い

て

連

続

し

て

行

う

。 

３ 

前

項

に

お

い

て

、

「

長

音

」

又

は

「

長

光

」

と

は

、

約

三

秒

間

継

続

す

る

吹

鳴

又

は

投

光

を

い

い

、

「

短

音

」

又

は

「

短

光

」

と

は

約

一

秒

間

継

続

す

る

吹

鳴

又

は

投

光

を

い

う

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

平

一

五

規

則

七

六

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

具

の

標

識)
 

第

五

十

六

条 

定

置

漁

業

を

営

む

者

は

、

定

置

網

の

敷

設

中

（

型

入

れ

か

ら

型

揚

げ

ま

で

を

い

う

。)

、
昼

間

に

あ

つ

て

は

標

識
（

第

十

九

号

様

式

）
を

当

該

定

置

網

の

身

網

に

連

接

し

て

水

面

上

一
・
五

メ

ー

ト

ル

以

上

の

高

さ

に

し

て

設

置

し

、

夜

間

に

あ

つ

て

は

電

灯

そ

の

他

の

照

明

装

置

を

当

該

定

置

網

の

身

網

に

連

接

し

て

設

置

し

、

発

光

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

次

に

掲

げ

る

漁

業

を

営

む

者

又

は

当

該

漁

業

に

使

用

す

る

船

舶

の

船

長

、

船

長

の

職

務

を

行

な

う

者

若

し

く

は

操

業

を

指

揮

す

る

者

は

、

当

該

漁

具

の

敷

設

中

、

幹

な

わ

又

は

網

の

両

端

に

水

面

上

一

・

五

メ

ー

ト

ル

以

上

の

高

さ

の

ボ

ン

デ

ン

を

つ

け

、

第

一

号

に

掲

げ

る

漁

業

に

つ

い

て

は

、

夜

間

当

該

ボ

ン

デ

ン

に

電

灯

そ

の

他

の

照

明

を

掲

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

一 

流

し

網

漁

業 

二 

さ

め

、

め

ば

る

又

は

め

ぬ

け

を

目

的

と

す

る

固

定

式

さ

し

網

漁

業 



三 
か

ご

漁

業 

３ 

前

項

の

ボ

ン

デ

ン

に

は

、

当

該

漁

業

を

営

む

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

を

記

載

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

(

平

一

二

規

則

一

三

七

・

一

部

改

正

)
 

（

漁

具

の

標

識

の

書

換

又

は

再

設

置

等)
 

第

五

十

七

条 

前

条

の

規

定

に

よ

り

設

置

し

た

標

識

の

記

載

事

項

に

変

更

を

生

じ

若

し

く

は

当

該

標

識

に

記

載

し

た

文

字

が

明

ら

か

で

な

く

な

つ

た

と

き

又

は

当

該

標

識

を

亡

失

し

若

し

く

は

き

損

し

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

こ

れ

を

書

換

え

、

又

は

新

た

に

設

置

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

第

四

章 

罰

則 

第

五

十

八

条 

次

の

各

号

の

い
ず
れ
か
に

該

当

す

る

者

は

、
六

月

以

下

の

懲

役

若

し

く

は

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

し

、

又

は

こ

れ

を

併

科

す

る

。 

一 

第

四

十

条

第

一

項

の

規

定

に

違

反

し

て

採

捕

し

た

者

、

第

四

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

違

反

し

て

爆

破

し

、

破

砕

し

若

し

く

は

採

取

し

た

者

、

又

は

第

十

五

条

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

五

条

か

ら

第

三

十

八

条

ま

で

、

第

四

十

一

条

、
第
四
十
五
条
若

し

く

は

第

五

十

条

第

八

項

の

規

定

に

違

反

し

た

者 

二 

第

十

四

条

、

第

三

十

二

条

第

一

項

、

第

四

十

七

条

第

三

項

又

は

第

五

十

条

第

四

項(

第

五

十

条

第

十

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。)

の

規

定

に

よ

り

付

け

ら

れ

た

制

限

又

は

条

件

に

違

反

し

た

者 

三 

第

三

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

操

業

の

停

止

の

命

令

に

違

反

し

た 

 

者 

四 

第

三

十

四

条

第

二

項

、

第

五

十

一

条

第

一

項

、

第

五

十

二

条

第

一

項

、

第

五

十

三

条

第

一

項

又

は

第

五

十

四

条

の

規

定

に

よ

る

命

令

に

違

反

し

た

者 

２ 

前

項

の

場

合

に

お

い

て

は

、

犯

人

が

所

有

し

、

又

は

所

持

す

る

漁

獲

物

、

そ

の

製

品

、
漁

船

又

は

漁

具

そ

の

他

水

産

動

植

物

の

採

捕

の

用

に

供

さ

れ

る

物

は

、



没

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

犯

人

が

所

有

し

て

い

た

こ

れ

ら

の

物

件

の

全

部

又

は

一

部

を

没

収

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

そ

の

価

額

を

追

徴

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

(

昭

五

八

規

則

三

四

・

昭

五

九

規

則

五

六

・

平

二

〇

規

則

二

五

・

一

部

改

正

)
 

第

五

十

九

条 

第

十

一

条

第

一

項

（

第

五

十

条

第

十

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。)

、
第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

、
第

四

十

条

第

二

項

、
第

四

十

八

条

第

一

項

、

第

四

十

九

条

又

は

第

五

十

条

第

五

項

（

第

五

十

条

第

十

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。)
の

規

定

に

違

反

し

た

者

は

、
科

料

に

処

す

る

。 

第

六

十

条 

法

人

の

代

表

者

又

は

法

人

若

し

く

は

人

の

代

理

人

、

使

用

人

そ

の

他

の

従

業

者

が

そ

の

法

人

又

は

人

の

業

務

又

は

財

産

に

関

し

て

、

第

五

十

八

条

又

は

前

条

の

違

反

行

為

を

し

た

と

き

は

、

行

為

者

を

罰

す

る

ほ

か

、

そ

の

法

人

又

は

人

に

対

し

、

各

本

条

の

罰

金

刑

又

は

科

料

刑

を

科

す

る

。 

第

六

十

一

条 

第

十

一

条

第

三

項

（

第

五

十

条

第

十

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

十

二

条

、

第

十

七

条

、

第

十

八

条

、

第

二

十

条

、

第

二

十

九

条

第

二

項

、

第

三

十

一

条

第

四

項

若

し

く

は

第

五

項

又

は

第

四

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

違

反

し

た

者

は

、

五

万

円

以

下

の

過

料

に

処

す

る

。 

(

平

六

規

則

六

一

・

一

部

改

正

)
 

附 

則 

（

施

行

期

日)
 

第

一

条 

こ

の

規

則

は

、

昭

和

四

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

等

の

廃

止)
 

第

二

条 

次

に

掲

げ

る

規

則

は

、

廃

止

す

る

。 

一 

青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

八

月

青

森

県

規

則

第

七

十

号)
 



二 
青

森

県

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

調

整

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

三

月

青

森

県

規

則

第

十

一

号)
 

２ 

漁

業

法

第

八

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

海

面

に

係

る

同

法

第

十

条

の

規

定

に

よ

る

漁

業

の

免

許

（

こ

の

規

則

施

行

の

際

漁

業

の

免

許

の

申

請

期

間

が

定

め

ら

れ

て

い

る

場

合

に

お

け

る

当

該

漁

業

の

免

許

を

除

く

。)

の

申

請

に

つ

い

て

は

、

青

森

県

漁

業

免

許

申

請

規

則
（

昭

和

三

十

一

年

四

月

青

森

県

規

則

第

三

十

一

号)

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。 

（

経

過

規

定)
 

第

三

条 

こ

の

規

則

に

よ

る

廃

止

前

の

青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

及

び

青

森

県

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

調

整

規

則
（

以

下
「

旧

規

則

」
と

い

う

。)

の

規

定

に

基

づ

い

て

し

た

許

可

そ

の

他

の

処

分

で

現

に

効

力

を

有

す

る

も

の

は

、

こ

の

規

則

の

相

当

規

定

に

基

づ

い

て

し

た

も

の

と

み

な

す

。 

第

四

条 

前

条

の

規

定

に

よ

り

、

こ

の

規

則

に

基

づ

く

許

可

と

み

な

さ

れ

た

許

可

の

有

効

期

間

は

、

従

前

の

許

可

の

有

効

期

間

の

残

存

期

間

と

す

る

。 

第

五

条 

こ

の

規

則

施

行

前

に

旧

規

則

の

規

定

に

基

づ

い

て

交

付

し

た

許

可

証

は

、

こ

の

規

則

の

規

定

に

基

づ

い

て

交

付

し

た

も

の

と

み

な

す

。 

第

六

条 

こ

の

規

則

施

行

前

に

旧

規

則

の

規

定

に

基

づ

い

て

な

さ

れ

た

申

請

、

届

出

そ

の

他

の

手

続

は

、

そ

れ

ぞ

れ

こ

の

規

則

の

相

当

規

定

に

基

づ

い

て

な

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。 

第

七

条 

こ

の

規

則

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

漁

業

取

締

り

上

行

な

う

知

事

の

処

分

に

つ

い

て

の

規

定

又

は

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則(

昭

和

四

四

年

規

則

第

四

六

号)
 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

昭

和

四

四

年

規

則

第

四

七

号

） 



こ

の

規

則

は

、

昭

和

四

十

四

年

八

月

五

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

昭

和

四

五

年

規

則

第

八

八

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

昭

和

四

九

年

規

則

第

八

四

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

昭

和

四

十

九

年

十

二

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

三

十

四

条

第

三

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

施

行

の

際

、

現

に

次

に

掲

げ

る

漁

業

を

営

ん

で

い

る

者

は

、

こ

の

規

則

施

行

の

日

か

ら

二

十

日

間

に

限

り

、

改

正

後

の

青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

第

七

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

引

き

続

き

営

む

こ

と

が

で

き

る

。 

一 

さ

ん

ま

（

日

本

海

の

海

域

（

東

津

軽

郡

竜

飛

燈

台

中

心

点

と

北

海

道

松

前

郡

白

神

燈

台

中

心

点

を

結

ぶ

直

線

以

西

の

海

域

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

を

目

的

と

す

る

も

の

で

あ

つ

て

総

ト

ン

数

五

ト

ン

以

上

の

動

力

漁

船

に

よ

り

行

う

流

し

網

漁

業 

二 

ば

い
（

日

本

海

の

海

域

に

係

る

も

の

に

限

る

。)

を

目

的

と

す

る

も

の

で

あ

つ

て

動

力

漁

船

に

よ

り

行

う

か

ご

漁

業 

三 

か

に

又

は

え

び

を

目

的

と

す

る

も

の

で

あ

つ

て

総

ト

ン

数

五

ト

ン

未

満

の

動

力

船

に

よ

り

行

う

か

ご

漁

業 

附 

則(

昭

和

五

四

年

規

則

第

二

六

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

昭

和

五

四

年

規

則

第

四

六

号

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

昭

和

五

十

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 



２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

昭

和

五

四

年

規

則

第

五

〇

号

） 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

昭

和

五

八

年

規

則

第

三

四

号)
 

こ

の

規

則

は

、
公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

二

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

昭

和

五

八

年

規

則

第

三

九

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

昭

和

五

九

年

規

則

第

五

六

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

昭

和

五

十

九

年

十

二

月

九

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

平

成

二

年

規

則

第

二

三

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

二

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

平

成

三

年

規

則

第

九

号)
 

こ

の

規

則

は

、
公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

二

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

六

年

規

則

第

六

一

号)
 

こ

の

規

則

は

、
平

成

六

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
た

だ

し

、
第

六

十

一

条

の

改

正

規

定

は

、
公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

二

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

六

年

規

則

第

八

六

号)
 



こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

一

〇

年

規

則

第

一

〇

七

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

平

成

一

二

年

規

則

第

一

三

七

号)
 

こ

の

規

則

は

、

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

一

三

年

規

則

第

一

八

号)
 

こ

の

規

則

は

、

平

成

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

一

三

年

規

則

第

八

〇

号)
 

こ

の

規

則

は

、

平

成

十

三

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則

（

平

成

一

四

年

規

則

第

八

号)
 

１ 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

二

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

現

に

漁

業

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

六

十

七

号

）

第

六

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

平

成

十

三

年

十

二

月

七

日

青

森

県

東

部

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

指

示

第

八

号

又

は

平

成

十

三

年

十

二

月

七

日

青

森

県

西

部

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

指

示

第

六

号

に

基

づ

き

い

る

か

突

棒

漁

業

を

営

ん

で

い

る

者

は

、

平

成

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

は

、

改

正

後

の

青

森

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

第

七

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

引

き

続

き

営

む

こ

と

が

で

き

る

。 

附 

則

（

平

成

一

五

年

規

則

第

七

六

号

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

平

成

十

五

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 



２ 

こ

の

規

則

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

漁

業

取

締

り

上

行

う

知

事

の

処

分

に

つ

い

て

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

附 

則

（

平

成

一

七

年

規

則

第

一

〇

九

号

） 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

附 

則
（
平
成
二
十
年
規
則
第
二
五
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」 

 

 

と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
青
森
県
海

面
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、

旧
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
及
び
前
項
の
許
可
を
受
け
た
と
み
な

さ
れ
る
者
に
係
る
旧
規
則
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
中
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

   





別表第１ (平１２規則１３７・平１７規則１０９・一部改正) 

 

漁業の免許申請書又は休業中の漁業許可申請書添付書類 

 

 

 

区分

漁業権
の種類

個 人
イ　住民登録票
ロ　職歴書
ハ　事業計画書

漁業生産組
合

イ　事業計画書
ロ　漁業権取得を決議したことを証す
　る書類
ハ　組合員名簿

漁業協同組
合

イ　事業計画書
ロ　漁業権取得を決議したことを証す
　る書類
ハ　自営についての組合員の同意書

一般法人等
イ　定款
ロ　登記事項証明書
ハ　事業計画書

漁業協同組
合又は漁業
協同組合連
合会

イ　漁業権取得を決議したことを証す
　る書類
ロ　組合員の漁業を営む日数及び使用
　する動力船のトン数を記載した書類

特定区画漁業の内
容である区画漁業
を営む漁業協同組
合又は漁業協同組
合連合会を除く。

共同漁業又
は特定区画
漁業

申　請　者 添　付　書　類 備　　考

特定区画漁業権の
内容である区画漁
業を営まない漁業
協同組合又は漁業
協同組合連合会を
除く。

定置漁業又
は区画漁業



別表第２ 

漁業権行使規則認可申請書添付書類  

  

 

 

別表第３ (平１７規則１０９・一部改正) 

 

表 示 記 号 

注  各文字及び数字は、大きさ 8 センチメートル以上、太さ 2 セン

チメートル以上、間隔 2 センチメートル以上とする。  

 

 

 漁  業  種  類 記号 

小型機船底びき網漁業のうち 手繰第 1 種漁業 

〃         手繰第 2 種漁業 

  自家用餌料びき 

網漁業を除く。 

〃         自家用餌料びき網漁業 

〃         手繰第 3 種漁業 

〃         打瀬漁業 

小型さけ、ます流し網漁業 

(北海道松前郡小島灯台中心点と東津軽郡龍飛埼灯台中心

点とを結んだ直線以東の海域において操業するものを除

く。) 

アオ手 

アオ竿 

 

 

アオ自 

アオ桁 

アオ打 

アオ流 

区分

イ　行使規則案
ロ　制定、変更若しくは廃止を決
　議したことを証する書類
ハ　漁業法第８条第３項の規定
　による同意書

イ　行使規則案
ロ　制定、変更若しくは廃止を決
　議したことを証する書類

イ　行使規則案
ロ　制定、変更若しくは廃止を決
　議したことを証する書類
ハ　入漁権取得の決議をしたこ
　とを証する書類
ニ　入漁権設定契約書

左欄記載のほか
イ　共有者相互間の入漁権行使
　契約書

添付書類 添　　　付　　　書　　　類

第1種共同漁業権
又は特定区画漁業
権

第２種又は第３種
共同漁業権

左欄記載のほか
イ　共有者相互間の漁業権行使
　契約書

単　独　有　の　場　合 共　有　の　場　合
漁業権の種類

入 漁 権



第 1 号様式(第４条関係)(平６規則８６・平１２規則１３７・一部改正) 

代 表 者 選 定（変更）届 

 

      年  月  日 

 

青森県知事    殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

  

下記のとおり〇〇漁業に係る共同申請の代表者を選定(変更)したから、漁業

法第５条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

代表者 住 所 

    氏 名(法人にあつては、名称) 

  

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２号様式（第５条関係）（平６規則８６・平１２規則１３７・一部改正) 

〇 〇 漁 業 免 許 申 請 書 

 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

 

 

住 所 

             氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名） 印 

              

  年  月  日青森県告示第〇号によつて公示された下記の漁

業の免許を受けたいので、漁業法第１０条及び青森県海面漁業調整

規則第５条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 
 

 

 １ 告示番号   〇第〇号 

 ２ 漁業種類 

 ３ 関係書類 

  

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 

 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第３号様式（第５条関係） 
（平６規則８６・平１２規則１３７・平１３規則１８・一部改正) 

漁業権(入漁権)行使規則(変更・廃止)認可申請書 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

               住 所                   

               〇〇漁業協同組合              

代表理事組合長 氏   名 印       

  

別添のとおり〇〇漁業協同組合〇第〇号〇〇漁業権(入漁権)行使

規則を制定(変更、廃止)したいので、漁業法第８条第６項（第７項

において準用する同条第６項）及び青森県海面漁業調整規則第５条

第２項の規定により関係書類を添えて認可を申請します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第４号様式（第５条関係）（平１２規則１３７・追加) 

 

漁業権共有請求認可申請書 

 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

住 所               

〇〇漁業協同組合         

代表理事組合長 氏   名 印 

 下記の漁業権について共有請求の認可を受けたいので、漁業法第

１４条第４項及び青森県海面漁業調整規則第５条第３項の規定によ

り申請します。 

記 

 １ 漁業権の免許番号 

  

 ２ 漁業権者 

  

  

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５号様式（第５条関係）（平１２規則１３７・追加) 

漁業権分割(変更)免許申請書 

 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記により漁業権の分割(変更)の免許を受けたいので、漁業法第

２２条第１項及び青森県海面漁業調整規則第５条第４項の規定によ

り申請します。 

記 

 １ 漁業権の免許番号 

 ２ 漁場の位置 

 ３ 分割(変更)の内容 

 ４ 分割(変更)の理由 

  

 

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 縦長とする。 



第６号様式（第５条関係)(平１２規則１３７・追加) 

抵当権設定認可申請書 

 

年  月  日 

 

 青森県知事  殿 

 

住 所 

            氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記により抵当権の設定の認可を受けたいので、漁業法第２４条

第２項及び青森県海面漁業調整規則第５条第５項の規定により申請

します。 

記 

１ 漁業権の免許番号 

２ 漁業権者 

３ 抵当権の設定の理由 

  

 

 

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第７号様式（第５条関係）（平１２規則１３７・追加) 

漁業権移転認可申請書 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

 

住 所 

              氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記により漁業権の移転の認可を受けたいので、漁業法第２６条

第１項ただし書及び青森県海面漁業調整規則第５条第６項の規定に

より申請します。 

記 

 １ 漁業権の免許番号 

 ２ 漁業権者 

 ３ 移転の理由 

  

 

 

 

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。  



第８号様式（第５条関係）（平１２規則１３７・追加) 

休業中の漁業許可申請書 

 

年  月  日 

青森県知事  殿 

住 所 

             氏 名（法人にあっては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記により休業中の漁業の許可を受けたいので、漁業法第３６条

第１項及び青森県海面漁業調整規則第５条第７項の規定により関係

書類を添えて申請します。 

記 

 １ 漁業権の免許番号 

 ２ 漁業種類 

 ３ 漁業の名称 

 ４ 漁場の位置 

 ５ 漁場の区域 

 ６ 操業期間 

 ７ 関係書類 

  

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで 

  きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第９号様式（第８条、第２１条関係） 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第４号様式繰下・一部改正) 

 

〇〇漁業許可(起業認可)申請書 
 

年  月  日 

   

青森県知事  殿 

 

住 所  

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 

  

下記により〇〇漁業の許可(起業の認可)を受けたいので、漁業法第６６条第

１項並びに青森県海面漁業調整規則第７条及び第８条第１項(青森県海面漁業

調整規則第２１条第１項及び第２項)の規定により申請します。 

 

 

記 

 
 

 
 １ 漁業種類 

 ２ 操業区域 

 ３ 漁獲物の種類 

 ４ 操業期間 

 ５ 漁業根拠地 

 ６ 漁具の種類、規模及び数 

 ７ 使用する船舶 

  (１) 船名 

  (２) 漁船登録番号 

  (３) 船舶総トン数 

  (４) 推進機関の種類及び馬力数 

 ８ 光力を利用するものにあつては、電源の種類及び出力並びに集魚灯の数

及び光力 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4縦長とする。 



第１０号様式（第１０条関係） 
 (平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第５号様式繰下) 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

 

許可番号第  号 

〇 〇 漁 業 許 可 証 
 

住  所 
氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

漁業種類   

操業区域   

操業期間   

根拠地   

船舶 

船名   

漁船登録番

号 
  

総トン数   

推進機関の

種類及び馬

力数 

  

許可の有効期間  年  月  日から  年  月  日まで 

制限又は条件   

    年  月  日 

 青森県知事        印 



第１１号様式（第１３条、第５０条関係) 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第６号様式繰下) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 １ 標識は、白色の布地とすること。 

 ２ 記載文字等は、黒色とすること。 

 

注 第５０条第５項の場合にあつては、「漁業者氏名又は名称」

を「氏名又は名称」と読み替えるものとする。   

５０センチメートル以上

許可番号　第　　　　号

漁業者氏名又は名称

　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

50



第１２号様式（第１６条関係) 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第７号様式繰下・一部改正) 

〇〇漁業許可(起業認可)の内容の変更許可申請書 

年  月  日 

青森県知事  殿 

  

住 所  

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

下記により〇〇漁業の許可(起業の認可)の内容の変更の許可を受

けたいので、青森県海面漁業調整規則第１６条第１項の規定により

申請します。 

記 

 １ 漁業種類 

 ２ 許可(認可)番号 

 ３ 許可(認可)年月日 

 ４ 変更しようとする事項 

 

５ 変更しようとする時期 

 ６ 変更しようとする理由 

 注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 縦長とする。 

項   目 変更前 変更後 

  

 

 



第１３号様式（第１７条関係） 
（平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第８号様式繰下・一部改

正) 

〇〇漁業許可証書換え交付申請書 

 

年  月  日 

青森県知事  殿 

住 所  

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記により〇〇漁業許可証の書換え交付を受けたいので、青森県

海面漁業調整規則第 17 条の規定により申請します。 

記 

 １ 漁業種類 

 ２ 許可番号 

 ３ 許可年月日 

 ４ 書換えをしようとする事項 

  

５ 書換えを必要とする理由 

 

 注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

項   目 現在の許可証記載事項 書換えをしようとする内容 

  

 

 



第１４号様式（第４７条関係） 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第９号様式繰下・一部改正) 

岩礁破砕等許可申請書 

年  月  日 

  

青森県知事  殿 

 

住 所  

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

下記により岩礁破砕等の許可を受けたいので、青森県海面漁業調

整規則第４７条第 1 項及び第２項の規定により関係書類を添えて申

請します。 

記 

 １ 目的 

 ２ 漁業権の免許番号 

 ３ 区域           (別紙見取図添付) 

 ４ 期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 ５ 補償の措置 

 ６ その他参考事項 

  

 

注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１５号様式（第４８条関係) 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第１０号様式繰下・一部改

正) 

ドラム装置届出書 

年  月  日 

 青森県知事  殿 

住 所  

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 

 

 下記によりドラム装置をいたしたいので、青森県海面漁業調整規

則第４８条第２項の規定により届け出ます。 

記 

 １ 漁業種類 

 ２ 操業区域 

 ３ 使用船舶 

  (１) 船名 

  (２) 漁船登録番号 

  (３) 総トン数 

  (４) 機関の種類及び馬力数 

 ４ 漁具捲揚装置の型式 

 ５ 使用期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 ６ 装置を必要とする理由 

 注１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第５０条関係) 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第１１号様式繰下・一部改正) 

 

特 別 採 捕 許 可 申 請 書 
 
 

年  月  日 
 

 青森県知事  殿 
 
 

住 所  
氏 名（法人にあつては、名称及び代表者 

の氏名）印 
 
 

 下記により特別採捕の許可を受けたいので、青森県海面漁業調整規則第５０

条第１項及び第２項の規定により申請します。 
 

記 

 
 

 

 
 １ 目的 
 ２ 適用除外の許可を必要とする事項 
    青森県海面漁業調整規則 第  条第  項 
 ３ 使用船舶 
  (１) 船名 
  (２) 漁船登録番号 
  (３) 総トン数 
  (４) 推進機関の種類及び馬力数 
 ４ 採捕しようとする水産動物の名称及び数量 
 ５ 採捕の区域 
 ６ 採捕の期間 
 ７ 使用漁具及び漁法 
 
 
 
 
 
 注 1 種苗採捕の場合にあつては、4に自給又は供給の別並びに供給の場合に

あつては供給先及び数量を追加して記載すること。 
  2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
  3 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 



第１７号様式（第５０条関係） 
(平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第１２号様式繰上) 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

許可番号特第  号 

特 別 採 捕 許 可 証 
 

住  所 
氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

適 用 除 外 事 項   

採捕しようとする水産

動物の名称数量 
  

自給、供給の別、供給

先及び数量  
  

採 捕 区 域   

採 捕 期 間  

使 用 漁 具 及 び 漁 法  

使 用 船 舶 

船 名   

漁 船 登 録 番 号   

総 ト ン 数   

推進機関の種類及

び馬力数 
  

許 可 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

制 限 又 は 条 件   

    年  月  日 

 青森県知事        印  



５０センチメートル以上

第　　　　　　　号
　
　　○　○　漁　業

漁業者氏名又は名称

　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

50

第１８号様式（第５５条関係） 
（昭４４規則４７・全改、平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧

第１３号様式繰下・一部改正、平１５規則７６・一部改正) 

 

 備 考 

  １ 斜線の部分は黒であり、その他の部分は黄である。 

  ２ この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に掲載の「L」

旗(あなたは、すぐ停船されたい。)である。 

第１９号様式（第５６条関係） 
（平６規則８６・一部改正、平１２規則１３７・旧第１４号様式繰下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 １ 標識は、赤色の布地とすること。 

 ２ 記載文字等は、黒色とすること。 



付
録 

 
漁
業
法
抜
粋
（
調
整
規
則
改
正
に
係
る
関
連
部
分
） 

 

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
終
改
正
：
平
成
十
九
年
六
月
六
日 

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
） 

第
五
十
七
条 
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

者
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
（
母
船
式
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
母
船
又
は
独
航
船
等
）
が
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
条
件 

 

 
 

を
満
た
さ
な
い
こ
と
。 

 

四 

そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
を
営
む
に
足
り
る
資
本
そ
の
他
の
経
理
的
基
礎
を
有
し
な
い
こ
と
。 

 

五 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
適
格
性
を
有
し
な
い
者
が
、
ど
ん
な
名
目
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
も
、
実
質
上
当
該
漁 

業
の
経
営
を
支
配
す
る
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

 

（
公
示
に
基
づ
く
許
可
等
） 

第
五
十
八
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
に
係
る
船
舶
の
隻
数
が 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶
の
隻
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
の
う
ち
に
次
に
掲
げ
る
申
請
が
あ

る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
請
に
対
し
て
、
次
の
順
序
に
従
つ
て
、
他
の
申
請
に
優
先
し
て
許
可
又
は

起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

現
に
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
（
次
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
り
現
に
こ
の
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
者
と
同
程
度
の

漁
業
生
産
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
り
、
当

該
指
定
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ

き
期
間
の
末
日
以
前
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
に
お
い
て
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又
は



起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
た
者
を
含
む
。
）
が
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
（
起
業
の
認
可
を
受
け
て
お
り
又
は
受

け
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
起
業
の
認
可
に
係
る
指
定
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
）
の
満
了
日
の
到
来
の
た
め
当
該
許

可
又
は
起
業
の
認
可
に
係
る
船
舶
と
同
一
の
船
舶
に
つ
い
て
し
た
申
請
（
母
船
式
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
同
一
の
船
団
に
属
す

る
母
船
及
び
独
航
船
等
の
全
部
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
係
る
母
船
又
は
独
航
船
等
と
同
一
の
母
船
又
は

独
航
船
等
に
つ
い
て
し
た
申
請
） 

 

二 

漁
業
生
産
力
の
発
展
に
特
に
寄
与
す
る
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
る
試
験
研
究
又
は
新
技
術
の
企
業
化
の
た
め
に
使
用
す

る
船
舶
に
つ
い
て
さ
れ
た
申
請 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
係
る
船
舶

の
隻
数
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶
の
隻
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事

項
を
勘
案
し
て
（
母
船
式
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
同
一
の
船
団
に
属
す
る
母
船
及
び
独
航
船
等
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
条
し
て
）
許
可
又
は

起
業
の
認
可
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
従
つ
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
に
係
る
船
舶
（
母
船
式
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
母
船
又
は
独
航
船
等
。

第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
者
別
隻
数 

二
・
三 

（
略
） 

５ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
係
る
船 

 

舶
の
隻
数
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶
の
隻
数
か
ら
第
三
項
第
一
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
船
舶
の 

隻
数
を
差
し
引
い
た
隻
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
の
申
請
に
係
る
試
験
研
究
又
は
新
技
術
の
企
業
化
の 

内
容
が
漁
業
生
産
力
の
発
展
に
寄
与
す
る
程
度
を
勘
案
し
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
従
つ
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

（
略
） 

７ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
三
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
並
び
に
第
四
項
及
び
第
五
項
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の 

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
漁
業
調
整
に
関
す
る
命
令
） 

第
六
十
五
条 

農
林
水
産
大
臣
は
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
、
特
定
の
種
類
の
水
産
動
植
物
で
あ
つ
て
農
林
水 



 
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業
若
し
く
は
特
定
の
漁
業
の
方
法
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則 

 

 
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
営
む
漁
業
（
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
漁
業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令 

 

 

若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。 

２ 

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
必
要
な
農
林
水
産
省
令
又
は
規 

則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
処
理
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
又 

 

は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

二
〜
四 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船
及
び
漁
具
そ
の
他
水
産

動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
の
没
収
並
び
に
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
お
け
る
そ
の
価
額
の
追
徴
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て 

は
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
、
内
水
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
三
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一
〜
五 

（
略
） 

 

六 

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
に
違
反
し
て
漁
業
を
営
み
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
漁

業
を
営
ん
だ
者 

 

七 

（
略
） 

  



水
産
資
源
保
護
法
抜
粋
（
調
整
規
則
改
正
に
係
る
関
連
部
分
） 

 

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
終
改
正
：
平
成
十
九
年
六
月
六
日
（
水
産
動
植
物
の
採
捕
制
限
等
に
関
す
る
命
令
） 

第
四
条 
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の

種
類
の
水
産
動
植
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業
若
し
く
は
特

定
の
漁
業
の
方
法
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
営
む
漁
業
（
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
漁
業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

農
林
水
産
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
、
農

林
水
産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

水
産
動
植
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府 

 

 
 

県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

 

二
〜
六 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
船
、
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用

に
供
さ
れ
る
物
及
び
同
項
第
６
号
の
水
産
動
植
物
の
没
収
並
び
に
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
価
額
の
追
徴
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
十
四
条

第
一
項
（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
設
置
）
に
規
定
す
る
海
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
、
同
法
第
八
条
第

三
項
（
内
水
面
の
定
義
）
に
規
定
す
る
内
水
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



９ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
あ
つ
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
が
適
用
さ
れ
、
若
し
く
は
準
用
さ
れ
る
河
川
（
以
下
「
河
川
」
と
い
う
。
）
又
は
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第

二
条
（
指
定
土
地
）
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
土
地
（
以
下
「
指
定
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
定
め
又
は
認
可
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
又
は
認
可
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ 

 

め
、
経
済
産
業
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 青

森
県
漁
業
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
一
二
・
三
・
二
四
条
例
第
七
二
号
）
抜
粋 

 

漁
業
関
係
手
数
料
の
種
類
及
び
そ
の
金
額 

 

漁
業
権
免
許
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
千
七
百
円 

 

漁
業
権
共
有
認
可
申
請
手
数
料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
千
七
百
円 

 

 

漁
業
権
分
割
変
更
免
許
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
五
百
円 

定
置
漁
業
権
又
は
区
画
漁
業
権
を
目
的
と
す
る
漁
業
権
抵
当
権
設
定
認
可
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
二
百
円 

 

漁
業
権
移
転
認
可
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
二
百
円 

 

漁
業
権
休
業
停
止
中
漁
業
許
可
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
五
百
円 

 

五
ト
ン
以
上
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
な
う
漁
業
に
係
る
漁
業
許
可
申
請
手
数
料
（
漁
業
許
可
） 

 
 
 
 
 
 

二
千
九
百
円 

 

五
ト
ン
以
上
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
な
う
漁
業
に
係
る
漁
業
許
可
申
請
手
数
料
（
漁
業
許
可
の
変
更
許
可
） 

 

二
千
四
百
円 

 

免
許
漁
業
原
簿
謄
本
交
付
等
手
数
料
（
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
）
用
紙
一
枚
に
つ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
二
十
円 

 
 

 

免
許
漁
業
原
簿
謄
本
交
付
等
手
数
料
（
閲
覧
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
百
八
十
円 

   



                          



                        


